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質 問 内 容 答 弁 趣 旨  

１ ＤＸ推進・行財政等対策特別委

員会において、参考にすべき取組

として福祉総合窓口をあげたが、

成功か失敗かの総括をすべき。 

組織再編は全委員会に関わるも

ので、特別委員会が意見を伝える

最初で最後の場ではないと理解し

ていたので、民間ビルの質問もし

なかった。 

支所・支援部の機能について、

ＤＸ推進・行財政等対策特別委員

会において様々な指摘があった

が、それがどう共有されて、どこ

まで伝わっていたのか。 

２ 詳細が未定のまま２億を超え

る補正予算案を出してきたのは

議会を軽視している。議会の意見

聴取を省略するほど逼迫性があ

ったのか。 

３ 特別委員会以降、全ての委員会

が開かれているが、報告はなかっ

た。スタートのスケジュールが最

１ 前回委員会後、区役所改革検討部会や福祉総合窓口の関係課長会などで、庁内共有、意

見交換を行ってきた。 

  その中で並行して、庁内スペースや区有施設の空きスペースの状況も議論してきた。

（区役所改革担当課長） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 令和９年４月から本改革を実現するため、民間ビルの空きの可能性などを踏まえると、

待ったなしの状況であると判断し、スピード感をもって対応した。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

３ 絵姿が見えた段階の年明けの常任委員会での報告を予定していたが、今振り返るとそ

の余地もあったかもしれない。（区役所改革担当課長） 
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区役所改革担当 
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優先で、決め打ちの規定路線だっ

たのか。 

４ これまでの１か月間、私にも説

明がなかったので誰にもないと

考えているが、他の人には説明が

あったのか。誰かの指示なのか、

課長判断なのか。 

５ 改革の核である組織再編や具

体的な業務分担などは未定で、設

計図もない中で、場所だけおさえ

ておくということか。恒久的に借

り続けることもあり得るが、現段

階ではとりあえず暫定的に５年

と考えていることでいいか。 

６ 何も決まっていない中で先走

ったという理解である。街づくり

部門の移転は、どのようなことに

主眼においたものなのか。 

 

 

４ 今回の常任委員会報告を前提に、事前説明において丁寧に説明することを予定してい

た。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

５ 総合支所からの職員集約の規模から、スペースが不足すると判断するため、現時点で民

間ビルの借用が必要と判断した。 

 期間については、当面の対応と考えており、最初から恒久的ということを考えてはいる

わけではない。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

６ 支所からの集約により、区民・事業者双方にメリットがあると考えている。 

 街づくり支援部の移転については、全庁の部署で部ごと移転することを要件に検討した。

その中で可能な限り区民、事業者に影響の少ない部署を候補とした。 

メリットとしては、占用許可等の申請手続きを集約することによって効率化が図れるこ

とと考えている。（区役所改革担当課長） 

 

 

１ 昨日区長・副区長が出席した議

会運営委員会での発言内容につ

１ 区民への説明責任と区議会との真摯な意見交換をしながら区政を進めると発言したと

いうことは聞いているが、詳細な発言内容までは把握していない。（区役所改革担当課長） 
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いては聞いているか。 

２ 聞いているという前提で質問

を考えてきたが、聞いていないと

なるといかがしたものか。 

議会運営委員会での別の議員か

らの議会軽視だという指摘に対

し、副区長は丁寧に説明していく

と発言したが、その後どのような

指示があって本委員会に臨んでい

るのか。 

３ あくまで一般論なのか。そうい

うことではない。 

副区長はどういう意図で発言さ

れたのか。今日の委員会に当たり、

普通なら、理解してもらえるよう

丁寧な説明が必要だということを

担当課長に指示をするのでは。 

４ ７月の特別委員会資料では、

「令和７年１２月『令和９年度に

向けた区役所改革の取組』の決

定」となっていたのが、「令和７年

１２月～ 『将来に向けた持続可

能な区役所への改革』の取組の決

 

２ 企画経営部として、各部門の事務事業の計画段階から、情報提供を尽くし、意見を聞き

ながら時には方針転換をする、説明責任を果たすこと、また、各部門から企画立案が回っ

てきた際に、議会への報告が不十分な場合は、こちらからプッシュするよう企画経営部門

の課長に指示をした。 

詳細な発言まで伝えていなかった点は反省すべきであるが、企画経営部としての施策調

整の役割を尽くしていきたい。（企画経営部長） 

 

 

 

３ 一般論に聞こえてしまったかもしれないが、政策全般についてしっかりと意見を聞き

ながら丁寧に、という趣旨を答えた。この件については、説明・進め方が不十分であると

いう指摘を受けて、今後はスケジュール感をしっかりして、事前説明だけでなく、各会派

に丁寧に説明しながら進めていくということについて、担当課長と話をしている。また、

先に執務場所は確保するが、各部門で更に議論を重ねていく必要があることについても

話をした。（企画経営部長） 

 

４ １２月に決めることを想定していたが、議会や関係団体と意見交換を密にする必要が

あると認識したことから、当初予定の１２月にはこだわらず、１２月以降とした。しかし

ながらいつまでも取組を決定しないわけにはいかないので、令和７年度中には決定した

いと考えている。また、民間ビル借用の考えはなかったが、関係課との意見交換や庁内調

整を進めていく中で、指揮命令系統だけではなく、人員の集約も必要であり、現在は、７

月に比べ決定のタイミングを遅らせ、令和７年度中を目指している。（区役所改革担当課
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定」となっている中で、今民間ビ

ルの借用の話が出ている。どこで

どうなってしまったのか。 

５ まずは「将来に向けた持続可能

な区役所への改革」の取組の決定

を行うという前提が崩れている。

執務環境のひっ迫による外部移

転なら理解できるが、改革を前提

とするなら積み上げ不足で納得

感に欠ける。資料はいつ送付した

のか。 

６ 指定された送付期限はいつか。 

７ 委員会開会の１週間前と決め

られている理由についてはどう

考えているか。 

８ 送付が遅れる旨は、事前に説明

を行っているか。 

 

９ 資料送付が遅れる場合は、委員

長に説明するように。その場合

は、やりとりの中で出た意見や疑

問への回答、議論するに資する内

容が加えられてしかるべきであ

長） 

 

 

５ 令和７年１１月１９日である。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

 

６ 委員会開会の１週間前である。（区役所改革担当課長） 

７ 委員の方々が内容を確認・熟知し、的確に問えるよう、準備期間を確保することで、行

政と議会が濃い議論を行うためである。（区役所改革担当課長） 

 

８ １週間前の提出期限を踏まえて、会派回りの際、今後の資料変更の可能性を説明してい

た。委員説明内で、差替えの説明は行ったが、総務常任委員会の委員全員には正式に説明

を実施しておらず、申し訳ない。（区役所改革担当課長） 

９ アンケートについて認識に誤りがあった。配布資料内で対応可能と認識していたが、統

計用に他に所属・職種・年齢を追加していた。謝罪する。（区役所改革担当課長） 
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る。以下の資料をもとめる。会議

体の名称、メンバー、開催の回数、

各回の議事録、職員アンケートに

おける全ての質問と自由記述欄

への回答全件、部課長ヒアリング

の内容、不動産物件についてのや

りとり。５年の定期借家契約の理

由と明け渡しを求められた場合

のリスクを確認する趣旨である。 

 

１ 資料提出の遅延は正副に事前

説明されていた。各委員へ伝えなか

った不手際についてお詫びする。 

 

１ ＤＸ推進・行財政等対策特別委

員会で職員アンケートにおける

自由記述欄への回答全件を求め

たところ、個人情報が含まれるた

め出せないとの回答。以前と説明

内容が異なっている。 

１ 現時点で具体的な項目を示すことはできないが、個人が特定されるものは提出できな

いことは変わらない。（区役所改革担当課長） 

１ すべてを提出できないことは

承知している。設問設定には作成

者の意図が表れやすいため、恣意

性が含まれるとの疑念を払拭す
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るため、生の資料をいただきた

い。（意見） 

１ 本日の審議経過を予見せずに

対応を怠ったことは、理事者側に

責任があると考える。 

１ 審議するために資料は必要なものであり、提出が遅くなってしまったことについて謝

罪する。また、委員会に臨むにあたり、部課長とやりとりをしているが、漏れがあったこと

について謝罪する。議案審議の際にはしっかりと対応したい。（副区長） 
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質 問 内 容 答 弁 趣 旨 

１ 「頼れる便利なオープン区役所」

が具体的にどういうものか見えて

いないが、４月の時点で区長の意

向として何を指していたのか。文

書化されているか。 

 

２ 文書が残っていないというの

は、政策判断の形式不備と理解し

た。 

一任された区役所改革部門単独

の意思であるのに、ボトムアップ

とは言えない。区長が全幅の信頼

をし、副区長も全力で応援してい

るということか。 

３ 総合支所制度の総括が外せな

い。私はＤＸ推進・行財政等対策

特別委員会で福祉総合窓口の総括

が必要だと発言した。 

  提出資料の中の議事録に、総合

支所制度の総括を行うと書いてあ

るが、どこで確認できるのか。５

１ 区長からは、現在の総合支所の区民サービス、コミュニティの拠点としての機能を大きく

変えるものではなく、執行側の体制をより持続可能なものにするようにという指示があっ

た。 

ボトムアップとしたのは、職員・部課長から意見を拾い上げ、何が最適かを考えてほし

いという指示に基づくものであり、それについて議事録等はない。（区役所・デジタル改革

担当部長） 

２ トップダウンでないことは間違いない。どんな案件でもそうだが、職員２千人の声全て

は拾えないため、所管部門からの発意であり、所管部門を信頼して取り組んでもらってい

る。（大澤副区長） 

 

 

 

 

 

３ 検討部会や区役所改革会議で検討してきたが、令和７年度第３回区役所改革会議の資料 

57/181 ページ以降の「改革の全体像と今後の展望」のこれまでの成果と課題、これが今回

の骨子案につながっている。（区役所改革担当課長） 
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月２７日の検討部会では保健師の

ことしか記載がなく、７月２５日

の区役所改革会議資料にある部課

長ヒアリングの数行ではないとい

うことでよいか。改革に必要な根

拠がどこにあるのか聞きたい。 

４ 区としてのオフィシャルの確認

ができるのかという質問だった

が、総括していないに等しいと思

う。この点は指摘しておきたい。 

  将来必要な職員数が見通せない

というのは、どの部門の分析のよ

るものか。 

５ ＤＸの進展でどういう影響が出

ると見込んで検討しているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ ＡＩやＤＸの取組が進む中でどれだけ組織をスリム化できるかということ、採用数も不透明

でことから、現時点では具体的な部門、人数は見通すことができない。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

５ ＲＰＡの導入やＢＰＲ支援など様々なツールで各所管の業務改善を行い、職員の作業時間、

窓口の対応時間も削減され、バックヤードの作業に時間をとれるようになった一方で、課題も

ある。オンライン化を進めたが、オンラインでは地区の概念がないので、オンライン申請をど

こが受け付けるか、支援部で処理すべきなのか、各所管と申請内容まで深掘りして確認するた

めの調整を５地区と行うのに時間を要した。将来的に職員を減らせるかというと、その分窓口

での丁寧な対応が必要であり、また、職員の実務処理の経験が減り、人材育成の部分で課題が

ある。職員同士で伝承してきた部分は難しくなってくるので、例えば電話を文字化するとか、

今後もＤＸの活用により改善を図ることができるが、職員のスキルなど引継ぎも重要であり、

人員への影響を見極めるのが難しい。（新技術活用担当課長） 
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６ 今のスキルや職員数の話につい

て、人事部門はどう感じたか。 

 

 

 

７ 職員アンケートにおいて、不満

の多い点は業務量増に伴う人員不

足。議会要望もあり新たな事業な

ども増えている。職員数が足りて

いると感じる課長はゼロに等し

い。人数不足を埋めていくのが会

計年度任用職員や派遣職員。男性

職員も育休を取得し、退職する職

員も増えてきた。業務を教える職

員も必要。兼務の発動も限界があ

る。会計年度任用職員、派遣職員

に依存しているという認識はある

か。 

８ 専門性を高めるには執務環境な

どより職員の適性、経験や専門を

積極的にいかせる人事配置が大

切。 

６ 人事部門として、ＡＩやＤＸが今後発展していく中で、職員数にどう跳ねていくかまでの分

析には至っていないが、短期的には職員数は一定数増となると見込んでいる。 

長期的に見た場合には、総務省の資料でも自治体の職員数半減する、複数の自治体が共同で

事務行うことなどについて触れられており、職員数は減っていくことになると考えている。（人

事課長） 

７ 会計年度職員の中には、常勤が担えない専門的な職も担っている。会計年度任用職員や派遣

職員は、病気休職者のポストを埋めるなど暫定的な配置であり、常勤をすぐに埋めるのが難し

い。（人事課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 検討過程では、7月 25 日の改革会議において、当初は団体への意見を取り入れながら進める

ことを考えていた。しかし、その後、どのタイミングで意見を聞くかを検討する際、未決定事

項についてはヒアリングできないという結論に至った。これまで対応が至らなかった点は反省

すべきところである。地域団体については、現時点で全てを特定しているわけではなく、今後、
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庁内でも地域団体の意見を排除

しないようにという意見があり、

５月には協働推進課の意見を聞い

て相談していくとしている。課長

会や部会で間接的に把握している

としても、直接意見聴取をしてい

ない。７月には内部の話なので必

要ないということになっている。 

説明対象として可能性のある団

体として町会や民生・児童委員な

どが挙げられているが、いつどこ

に聞いて、どういう判断になった

のか。どこで確認できるのか。 

９ ヒアリングもしていないという

ことだが、集約される管理課やま

ちづくり課、区民課などに関係す

る団体としてはどういう団体か。 

10 基本的には変わらないので安心

してほしい、という説明をするよ

うにという指示があるようだが、

協働推進課は残すのだから何も変

わらないだろうという姿勢でこの

検討部会を含め、関係課長を通じて団体の精査を行い、理解を得られるよう早期に対応してい

く所存である。なお、過去の資料にはこの点に関する記載はない。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 民生・児童委員以外にも、支所は課をまたいで様々な団体との窓口を担っているが、今

回の取組で窓口の部署が変更になるのは、地区民生委員・児童委員協議会となるので、特

に大きいものとして、民生・児童委員が挙げられる。（区役所改革担当課長） 

 

10 サービスは変わらないという前提で進めて来た。（区役所改革担当課長） 
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方向性を示したのか。 

11 福祉総合窓口の機能不全につい

ては、職員アンケートでも挙がっ

ていた。オンライン相談もアピー

ルしてきたと思うが、オンライン

が必要だった相談がどれくらいの

頻度であったか把握しているか。 

12 オンライン相談はほぼ無いに等

しいと言える。保健師を統括して

いた課長がいるので、何か補足あ

ればお願いしたい。 

13 ＭＩＮＡＴＯビジョンのアンケ

ートで意見聴取をしたということ

だが、質問は４点、調査期間は改

革の検討スタート後である。企画

課長も検討部会のメンバーに入っ

ているが、組織改編の検討のため

に使うと話はあったのか。 

14 この４問では不十分、不適切な

ものだと思うが、これが区民意見

を聴くものとして妥当と判断した

根拠を教えてほしい。 

 

11 関係課長会において、週 1 回なり、月 1回なり、分野も様々で、多くはないが実績はあ

ると聞いている。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

12 総合支所の福祉総合窓口を頼って来られているので、オンライン相談が少ないのではと

思う。改革により福祉総合窓口支援員が第一線となった場合にはこの数字も変わってくる

のではないかと思う。（人事課長） 

 

13 ＭＩＮＡＴＯビジョンには行政経営についても含むこととしており、区役所改革担当か

らは早い段階で話を聞いていた。（企画課長） 

 

 

 

 

 

14 まずは区民の区役所、支所の利用状況、区民のニーズ、満足度を把握したいという意図

で行った。（区役所改革担当課長） 

  区役所改革担当課長の説明のとおり、行政経営方針の検討に当たり妥当と判断した。（企

画課長） 
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15 ＭＩＮＡＴＯビジョンの区民ア

ンケート結果は本委員会で報告し

たか。そもそもＭＩＮＡＴＯビジ

ョンはいつできるものなのか。 

16 ＭＩＮＡＴＯビジョンと整合性

を図っていくという記載もあった

が、区民アンケートの結果の報告

も受けていない。どう整合性を図

るのか想像もつかない。 

どのアンケート結果を見ても、

執務環境について、物理的にあふ

れているとは見えないが、どうか。 

17 執務環境に対する要望が多数あ

ったと言うが、私はそうは思わな

かった。 

区長は行政の進め方に瑕疵はな

いと答弁していたと思うが、７月

のＤＸ推進・行財政等対策特別委

員会のときに、議員から意見を言

う機会が欲しいと言っており、私

も伝えていた。11 月 21 日の総務

常任委員会でも苦言を呈した。他

15 本委員会での報告はしていないが、８月に議員の皆様にサイドブックスにより報告し

た。令和９年４月の計画期間スタートに向け、令和８年度に策定する。令和７年度は将来

像を検討している。（企画課長） 

 

16 執務スペースが狭いという意見はあった。職員からの執務環境に関する不安の声は大き

く、庁舎内の検証から執務室はひっ迫している状況である。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

17 議会事務局と話はしたという認識であるが、今後、各分野で意見を聞きながら練り上げ

ていきたい。（区役所改革担当課長） 
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の常任委員会でも報告すると言っ

ていたが、区議会事務局にも相談

したとも聞いていない。11月 21日

と同じことを聞くが、10月のＤＸ

推進・行財政等対策特別委員会後

の 1 か月にアクションしなかった

のか。 

18 区役所改革の議論がＤＸ推進・

行財政等対策特別委員会の重点項

目に入っていたのか。 

19 情報が独り歩きしないようにさ

れていたが、職員向けの説明会を

行う予定とあったので、質問しよ

うと思っていたところ、12 月 1 日

付で職員説明会の実施という資料

があがった。12 月 15 日以降、つ

まり定例会の後、議決される前提

で載せたのか。説明動画を 10 分放

映するということだが、既にでき

ているのであれば、見せてほしい。

どこかに委託して制作しているの

であれば、その情報を開示してほ

 

 

 

 

 

 

 

18 重点項目に文言はないが、平成１８年度の区役所改革以降、区役所改革の議論は、ＤＸ

推進・行財政等対策特別委員会の前身である、平成１９年度の行財政等対策特別委員会の

発案と認識している。（区役所改革担当課長） 

19 書記と調整し、結果１２月３日委員会開会前に議会棟会議室で放映 
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しい。今日中に全議員に見てほし

いと思うので、お願いしたい。（要

望） 

20 11 月 20 日の区長記者発表では

本件に関してどのような説明があ

ったのか。 

21 分庁舎に関する具体的な説明は

あったか。 

22 提供資料には、土地を買ったと

したら約 60 億円、と急に出てきた

が、これまで議論はあったのか。 

23 「分庁舎」という言葉が補正予

算案の中で初めて出てきた。この

検討の中で、用地施設活用担当、

施設課、財政課への相談等はあっ

たか。 

24 ９月３日の検討部会で、今後主

流となる賃貸方式、とあるが、ど

のような提案があったか、経緯を

聞きたい。 

 

 

 

 

 

20 本定例会の補正予算額をスライドで示し、配布資料として議案等の概要、一般会計補正

予算概要、補正予算補足資料を配布している。補正予算概要の中に分庁舎賃借とその補正

額が示されている。（区長室長） 

21 区長からの説明では分庁舎については触れていない。（区長室長） 

 

22 会議体の中で議題として挙げたことはない。民間ビル賃借ありきで進めてきたわけではな

く、情報交換を進めてきた。その中で場所の確保が困難であることから、新たな土地が出た場

合の金額として算出している。（区役所改革担当課長） 

23 賃借に当たって敷金等の費用を要するとの相談はあった。（財政課長） 

  区有施設の中で未使用のところや活用できるところがあるかについて相談があったが、

現時点では活用できる床はないと答えた。（用地・施設活用担当課長） 

  本庁舎は築約４０年であり、公共施設ファシリティマネジメント計画からも建て替えの予

定はなく、仮に建て替えたらどのくらいの予算かは聞かれたと思う。（施設課長） 

24 区有施設の活用と民間ビルの借用、区の優位性があるか事前に話をした中で、今の課題

として、土地が取得できない、とあり、今後借地が手法として取りうる、というものをそ

う表現した。（区役所改革担当課長） 

現在、区有施設の空きスペースや、新たに土地を購入するという具体的な話もない。公共施

設ファシリティマネジメント計画の考え方からしても妥当性があると考え、本件経過の中で用

地・施設活用担当に相談はあった。 （用地・施設活用担当部長） 
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25 用地・施設活用担当の関与がよ

く分からないが、坪単価３万とい

うのは妥当であると、情報提供し

た用地がお墨付きを与えたと理解

していいか。 

26 契約管財課は賃料の妥当性をど

う考えているか。 

 

27 公金支出の適切性、妥当性はど

この部門が判断したのか。 

28 民間ビルの選定の際にセキュリ

ティーゲートがないことが条件に

なっているが、区民が来訪するこ

とがなければいいので、来庁者が

ない部門が出ていくことは検討に

上がらなかったのか。 

29 物件比較に関してのメモをもら

ったが、資料要求した資料の中に

なぜ含まれていないのか。 

30 本当に比較検討していたのか、

公式な資料がない。恒久措置では

ないことを示す根拠をほしいとい

25 用地・施設活用担当は不動産を追っているわけでなく、妥当性を数字で回答できないが、

どう調べたらいいのかという相談があったので、三幸エステートが区内の賃料を細かに示

していることを情報提供した。（用地・施設活用担当部長） 

 

 

26 貸主側が不特定多数の借り手に公開している募集賃料（広告資料、ほかの物件との比較等）

であれば、市場価格が明確であり市場の需要と供給によって形成された価格と見ることがで

き、その額を適正と判断した所管課の判断に違和感はない。（契約管財課長） 

27 区役所改革担当が関係課に相談しながら妥当性を判断した。（区役所改革担当課長） 

 

28 街づくり支援部は区民の来庁がないわけではなく、事業者が複数の関係部門を回ることもあ

る。企画課など政策形成部門も考えたが現実的でない。極力影響の少ない部署を選定した。（区

役所改革担当課長） 

 

 

 

29 11 月 21 日の補足説明資料として活用したが、意思決定に係る会議体にはかけておらず、

あくまで手持ち資料であるため、出していない。（区役所改革担当課長） 

 

30 現時点でいつまで借りるか明確には示すものはないが、暫定的であることは意思決定と

して諮った。（区役所改革担当課長） 
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ったが、出てきたのは庁議資料に

マーカーをしたもの。根拠を改め

て示してほしい。 

31 ５年借りるのであればせめて５

年先の出口戦略示すべき。いつま

でという年限を定めることについ

て話題にも上がらなかった理由を

教えてほしい。 

32 スケジュールありきで待ったな

し、時間がないということが、納

税者が納得する十分な理由と考え

るか。 

33 総合支所から管理課・まちづく

り課の２課なくなると、ガラガラ

になる。 

これまでの検討過程の資料を要

求したが、該当なしと言われた。

別の議員からの資料要求には出て

きた。 

アウトリーチ拠点という言葉が

出てきたが、９月 22日の資料には

総合支所の空きスペースは本庁サ

 

 

 

31 明記はしていませんが、「恒久的な賃貸ではない」という点については議論があったと

ころである。 

 しかしながら、現時点では区有施設に余剰スペースが確保できていない状況であるた

め、今後もその点について所管部署である用地・施設活用担当と引き続き調整していくこ

ととしている。（区役所改革担当課長） 

32 今回の改革の根底は区民サービスの確保である。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

33 明確に議論した既存の資料がなかったため該当なしとした。福祉総合窓口のケースワークな

どで活用するなど区民サービスに直結するアウトリーチにつながるものと考えており、一貫性

は取れていると認識している。（区役所改革担当課長） 
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テライトスペースとの記載がある

が、深掘りされていない。そして、

11 月 27 日の急な区長答弁もあっ

た。一連の流れを説明してほしい。 

34 一貫性がとれていないのは明白

である。今後どれだけ後付けの理

由が出てくるのか。このような進

め方でいいのか。検討された事実

があるなら何らかの痕跡があるは

ずであり、残念である。意図的な

後付けは部長も特別職も容認の上

か。指示なのか。 

35 進め方、プロセスが違うという

のは改めて発言を残しておきた

い。 

総合支所長の専任化などの議論

に関して、総合支所長経験者から

は兼務はかなり厳しいという話を

聞いた。部長級で存続させるとい

う判断はどこで確認できるのか。 

36 本来はそういうところも先に見

せてほしかった。 

 

 

 

 

34 言い方は違えどそのときの最適な言い方をしており、空いたスペースの活用の考え方は

一貫している。委員がそう受け止められてしまっているのであれば研鑽に努めていきた

い。（区役所・デジタル改革担当部長） 

何度も何度も、区長、関係部門含めて議論を重ねてきている。その中で、言葉として出

てきたもので、これを後付けと言われるのはつらい。（大澤副区長） 

 

 

 

35 そもそもの形は大きく変えない。総合支所長のありかたの検討について、記録としては

残ってはいないが、検討している。地域の顔である総合支所長の役割は大きいと思うので、

部長級として存続することを現在は検討している。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

36 10 月 1 日の行政経営推進委員会で正副預かりとなった後、10 月３日に持ち回りで委員

長、副委員長の３部長で確認を行った。その中で、令和９年４月の改革に向けて進めたい
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庁内では強引すぎる進め方にあ

きらめムードが漂っていると思っ

ている。10 月１日の行政経営推進

委員会ではスケジュールの見直し

をという意見があり、正副委員長

預かりになったが、委員長は担当

部長であり、その後の対応がない。

根拠を持った説明が必要である。

これから後付けで根拠のない説明

が続いていくであろう中で、全体

像も示されないまま、今この時点

で補正に民間ビルの賃借を上げた

のは区長に責任がある。 

旨の説明をし、理解してもらい、10 月 14 日の庁議に諮っている。 

責任については区長にある。また、担当課長としての責任もある。議会の承認を得ると

いう責任の大きさも理解している。引き続き両輪で検討していきたい。（区役所改革担当

課長） 

１ 平成１８年度の区役所・支所改

革から人口が１０万人増えたが、

質の高いサービス提供にあたって

は、区役所改革は必要と考える。

金額の是非はあるものの、執行体

制とともに検討を進め、質の高い

サービス提供につなげるために、

今打つべき手段であると考える。

これまで、総合支所と支援部の機

１ これまでの総合支所制度の成果と課題を踏まえ、１０年、２０年先の区民サービスの質

の維持・向上のためには早急に区役所改革に取り組む必要がある。職員の期待、区民サー

ビス維持に向け令和９年４月開始で定めた。（区役所改革担当課長） 
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能の分断を目の当たりにしてき

た。 

制度改善をしてほしい考えは持

っていたので、今回の改革は喜ば

しいこと。 

職員アンケートの自由記述内容

を読んだが、改革が必要という意

見が圧倒的大多数。例えば保育園。

保育園の管理は管理課、受付は区

民課、設置は子ども政策課、制度

は保育課。この責任のたらいまわ

しにより組織の硬直化を招く現況

である。 

今回の改革をなぜ今やるのか、

その意義を聞きたい。 

２ 職員アンケートの自由記述内容

を見る限り、職員の意見が議員の

意見とシンクロし、同じ方向を向

いていることが感じとれた。今回

の民間ビル借用は年間２億円。自

前であれば、土地交渉、設計、建

設までに大変な時間がかかる。そ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 面積不足や執務スペース不足など課題から、民間ビル借用は急務と判断した。場所や金

額、購入、賃借などについて検討の上、急務だと判断した。区有施設が確保できないなど

不確実性が生じる中で区民サービスの質を下げることはできないため、優位性があると考

える。（区役所改革担当課長） 
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の後の維持管理も生じる。この点、

区民にはメリットはなくなる。賃

貸という柔軟な手法としてはよい

判断と思う。そもそも、購入でき

る土地が多いわけではない。高額

という認識を持つ区民に対して、

区役所改革の優位性を説明いただ

きたい。 

３ 今回の区役所改革で、執行体制

は変わるが窓口サービス提供内容

が変わらないと説明を受けてき

た。その上で、専門性が必要な部

分は集約してより強い体制を構築

するという改革で間違いないか。

サービス低下は招かないことを説

明いただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 今回の区役所改革では、各地区総合支所の区民課、協働推進課の体制は変わらないもの

として検討を進めている。ただし、サービスの質は、利便性・的確性・専門性という総合

的な観点で構成されていると考える。総合支所制度では利便性は高いが、的確性・専門性

について課題認識を持っているため、本改革で専門性・的確性を向上するものとして議論

を進めていきたい。（区役所改革担当課長） 

 

１ 急に職員が増え、区役所が溢れ

るわけでもない中、補正予算で対

応する意義は何か。補正予算で対

応してはいけないというわけでは

なく、なぜ補正予算で対応する必

要があるのか説明いただきたい。 

１ １０月２１日に開催したＤＸ推進・行財政等対策特別委員会では、「将来に向けた持続

可能な区役所への改革」の取組の骨子案にかかる資料中項番４で執務環境について触れ

るのみとなっている。隠蔽したわけではなく、執務環境の課題を述べた上で、骨子案に

注力した結果、総務常任委員会にて報告させていただいた。（区役所改革担当課長） 
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ＤＸ推進・行財政等対策特別委

員会では民間ビルの賃借かかる報

告は受けていない。１０月１４日

に開催した庁議で区役所改革の骨

子案と民間ビルの賃借について議

題が挙がっているが、ＤＸ推進・

行財政等対策特別委員会で民間ビ

ルの賃借について議題が挙がって

いない理由を聞きたい。 

２ ＤＸ推進・行財政等対策特別委

員会にて了承した経緯等、会派の

中でも議論になる。その後常任委

員会報告があるものとして了承し

たが、突然民間ビルの賃借につい

ての話が浮上した。 

今後は区役所改革の概要につい

て区民に明確に説明する必要があ

る。 

区役所・支所改革の際にも多く

の意見が出た中で調整した結果の

今がある。 

改革をするのであれば現状より

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 平成 18 年度の区役所・支所改革の際は、事前に全町会・自治会長へヒアリングを実施

したことは認識している。執行体制の見直しのため区民サービスの提供内容は変わらない

が、質を上げるよう調整している。空きスペースの有効活用については引き続き検討して

いく。 

区民サービスの質の低下や、改革を行わなければよかったという声が出ないように対応

していきたい。（区役所改革担当課長） 
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もよい体制にしていく必要があ

る。 

３ 不動産仲介会社とはどのように

接触したのか。癒着があるのでは

という声も挙がっている。補正予

算案の計上の必要性と併せて説明

いただきたい。 

４ 職員からの区役所改革に対する

反対意見は議員にも届いている。こ

の改革を進めることは職員、区民の

分断を助長するだけである。(意見) 

 

 

３ 今回の補正予算案の計上は、職員アンケートや執務スペースの不足という実情を踏まえ

て、緊急で対応が必要であると考える。民間事業者については、４７株式会社を窓口にし

ているが、区内事業者でもなく、民間ビルの空室状況の照会という形でやり取りを始めた。

物件照会は当該事業者だけでなく、複数の事業者から情報を仕入れて検討を進めてきてい

る。癒着はないと断言する。（区役所改革担当課長） 

１ 補正予算の財源となる繰越金は

どのくらいの残額となるか。 

２ 物価高対策について、あらゆる

区民を対象に、支援の範囲が狭ま

らないように取り組んでほしい。 

 

３ 拙速な対応や根拠データの不足

については、区側も認識していると

考えるが、それを乗り越える理由が

あるはずである。改革のねじれは末

端の職員に影響を及ぼすが、その視

１ 一般会計補正予算（第４号）で 366,337 千円、同（第５号）で 898,249 千円の繰越金を

活用している。繰越金の残額は、約９億円となる。（財政課長） 

２ 本年 11 月 21 日に「『強い経済』を実現する総合経済対策」が閣議決定され、報道によ

れば来週にも補正予算案が国会に提出される。区に配分される金額はまだ判明していな

い。今後の企画調整の上でとなるが、議会の御意見も伺い、港区らしい、あらゆる区民が

利益を享受できる形を検討したい。（財政課長） 

３ これまでの説明の中で「集約化」という表現を用いてきたが、説明が不足して申し訳ない。

今回の改革は削減を目的とするものではない。一方、集約によってスケールメリットを生かし、

少人数で業務を遂行する場面が増えることは想定される。会計年度任用職員については、その

名のとおり会計年度ごとの雇用は引き続き必要である。（区役所改革担当課長） 

 AI 活用や長期的な視点について述べたが、それは人材削減や解雇を目的とするものでは
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点が不足していると感じる。「人材

削減」という言葉が容易に出てくる

が、今回の改革が人材削減につなが

ることはないと確認したい。 

４ 人員配置が確定できない状況で

は、賛成とは言えない。港区職員未

来人材・育成確保基本方針が定めら

れており、職員確保についての記載

はあるが、その内容は十分とは言え

ない。この方針と区役所改革との整

合性は。 

５ 職員を守ることを最優先とすべ

きである。「人材削減」という言葉は

安易に使用しないでほしい。副区長

が「職員 2000 人」と述べたが、会計

年度任用職員をどのように捉えて

いるか。そもそも、会計年度任用職

員は今回のアンケートの対象とな

っているのか。 

 

６ 会計年度任用職員は全体の約3分

の 1 を占めており、より注目すべき

ない。昨今の低出生率により、20 年後の人材確保が困難になることを踏まえ、AI の活用

を検討しているものである。複雑かつ多様化する行政課題に対応するための行政の効率化

とともに、職員を削減するということを意図するものではない。（人事課長） 

 

４ 職員の確保・育成は進めているが、20～30 代の職員が多く、技術やノウハウの継承が十

分に行われていない状況である。集約化によって能力を高める取組は、港区職員未来人材・

育成確保基本方針の方向性とも合致している。衛生監視業務は保健所に集約されており、

技術継承がうまく進んでいる事例であるため、そういったケースを参考にしていきたい。

（人事課長） 

 

 

５ 職員アンケートは、任期付職員含むいわゆる常勤職員の人数を分母としている。（区役所改

革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

 

６ いわゆる新卒採用だけでなく、経験者採用も増加している。今後も積極的に採用を進めてい

きたいと考えている。（人事課長） 
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である。加えて、40～50 代の正規職

員を増やすべきという考えもある。

会計年度任用職員の正規職員化な

どの手法についても検討する必要

がある。 

 

７ 直近の離職・休職の推移と、それ

を踏まえた区役所改革の必要性に

ついて伺いたい。 

 

８ 物理的な配置を戻すか否かが主

な論点となっているが、戻した後に

技術をいかに伝承するのか。ワーク

スタイル改革についてはどのよう

に考えるか。 

９ 思いや背景があることは理解し

ているが、会計年度任用職員など

末端の職員に最も影響が及ぶこと

を踏まえる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

７ 直近の退職者数は、令和 2 年度から順に 44 名、63 名、68 名、80 名、82 名である。休職者

数は、令和 2 年度から順に 52 名、61 名、75 名、77 名、72 名であり、令和 4 年度頃から増加

傾向が見られる。今回の改革との関係性については、数字を見る限り、母数が多い課で退職・

休職者数が多い傾向にあり、相関関係までは確認できていない。（人事課長） 

８ 指揮命令系統の集約化を行うが、それで終わるのではなく、マニュアルの整備に加え、職員

が経験値を積める環境を整えることが重要である。職員を孤立させない体制を構築し、執行体

制まで踏み込んでいく方針である。会計年度任用職員は約 1,000 人おり、非常に重要な人材で

ある。今後の説明会は全職員を対象として実施し、その中で意見をいただきたい。（区役所改

革担当課長） 

９ 区役所改革の議論において、「人を減らす」という議論は一度も行われていない。定数管理

の中で退職者の不補充という対応はあったものの、これまで港区で人材削減を実施したことは

ないと認識している。職員増員の要求に対しては、武井区政下の答弁でも述べているとおり、

会計年度任用職員や指定管理者も職員として認識している。公式に公表している数字は常勤職

員のみであるため、該当する数字を発言した。（副区長） 
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１ １１月２０日の議会運営委員会

での副区長の発言内容を教えてい

ただきたい。 

２ 区役所改革全体の絵姿が固まっ

ていないので、議会とも意見交換を

しながら検討し、絵姿を示していく

べきであると考える。改革の全体を

反対しているわけではなく、それが

どのような手直しになるのか。区役

所・支所改革以降、都度手直しを行

い、区民ニーズを汲み上げ、それに

対する対応を積み上げてきたもの

である。現部長・課長は推進力があ

り、新たな形を組もうとしているよ

うに見える。本来は、アンケート結

果を１つ１つ紐解いて、課題の根幹

はどこにあるのか、改革より先に手

を打たなければならないものがあ

るのではないか。到達点を明確に示

したうえで、実現に向けた必要な民

間ビル賃借であれば、反対はしな

い。議論は生煮えであるにも関わら

１ 区役所改革担当課長から発言内容を答弁（区役所改革担当課長）。 

 

 

２ １０月２１日に開催したＤＸ推進・行財政等対策特別委員会にて示した骨子案が現時点

での絵姿である。客観性による裏付けなど不足点があるのは事実であるが、職員アンケー

トや現場の声、区民からの声などを踏まえると令和９年４月の区役所改革は待ったなしの

状況であり、この機を逃すと改革自体が遅れてしまうため、区民サービスの質の向上、執

行体制の万全化をいち早く取り組みたい。（区役所改革担当課長） 
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ず、５年間で２５億を補正予算審議

で決定するのは拙速。見解を説明い

ただきたい。 

３ 先に物件を押さえることは順番

が異なるのではないのかと考える。 

定期借家契約の場合、こちらから

解約できない、５年は借りる必要が

あり後戻りできない。芝御成門タワ

ーを候補とした経緯について認識

していることを説明する。 

９月２９日までは、賃料は坪単価

２１，０００円で第１回定例会まで

に報告し、令和８年度予算で賃借す

ると考えていた。 

９月３０日には芝御成門タワー

物件の話が浮上し、優良物件であっ

たため興味を示したとみえる。１０

月１日の行政経営推進委員会では

坪単価２１，０００円とあり、総務

部長からは令和７年第４回定例会

でも補正予算案審議が難しい旨の

発言があった。区役所改革担当から

 

 

 

３ １０月１日の行政経営推進委員会の資料では坪単価２１，０００円と記載している。当

初芝パークタワーも候補としていた中、過去の実際賃料に物価変動率を乗じて算出したも

のが２１，０００円であった。議論の中で、過去の金額に捉われることで選択肢を狭める

のではという検討経緯があり、他物件に至った経緯がある。芝御成門タワーをもってして

の検討を進めたものではない。（区役所改革担当課長） 
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は「物件を手放せばよいのか」と発

言があり、委員会は保留になった。 

その後、複数の不動産会社に見積

を取得したとあるが、１０月６日と

１０月１６日に住友不動産と三幸

エスケートに物件の照会を受け、や

はり芝御成門タワーが本命であり

スケジュールを急遽前倒しにし、話

を進めることになった。という流れ

で認識しているが誤りはあるか。 

４ 時系列と答弁内容が不自然。１０

月１日の行政経営推進委員会にて、

副委員長である総務部長より「よう

やくここまでの議論に至った。もっ

と丁寧に進めるべきではないか」と

いう発言に対し、区役所改革担当課

長はリリースすると区役所改革が

できなくなると発言をしているが、

住友不動産からの照会の話は１０

月６日である。これから派生する質

問はまた１２月３日で質問したい。 
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質 問 内 容 答 弁 趣 旨 

１ 昨日副区長は、将来に向けた持

続可能な区役所改革に向けて、区

議会とも丁寧な説明責任を果た

し、議論していくと答弁した。現

状達成できると思うか。 

２ 副区長は絵姿を固めて議会の意

見を求めていく。その上で将来に

向けた持続可能な区役所改革を進

めていくと発言している。議論が

生煮えの段階で補正予算案を提出

している現状をどう考えるか。補

正予算案の撤回を求めた抗議・要

請も振り払っている状況である。

管理職全員が、副区長の発言に沿

った形で、同じ認識でいるのかを

説明いただきたい。 

３ 区役所改革の全体の方向性を否

定しているわけではない。管理職

の思いに違いがあるかもしれない

とのことだが、解消することはで

きるか。 

１ 絵姿は骨子案のみで固まっていない状況である。議論の途中であり、終了していると考

えていない。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

２ 今回の改革は区役所改革担当が所管だが、所管の思いだけで進めているわけではなく庁

内の意思決定を諮っている。全庁一丸となって方向性を共有して進めている。（区役所改

革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ これまで検討してきたこと、これから進めていく区民サービス向上に向けた思いは変わ

らない。（区役所改革担当課長） 
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４ この先区役所改革の方向性は違

ったのではないかという声が聞こ

えてくるのでは。全管理職が一丸

となって臨んでいるのであれば、

具体的な絵姿を描けるのではない

か。しかし、具体的な部分はこれ

からの検討としている。会派とし

てそれは間違っていると考える。 

また昨日の答弁の中で、当初か

ら令和７年第４回定例会での補正

予算案の提出を考えていたとあっ

た。当初とはいつなのか説明いた

だきたい。 

５ 改めて伺う。当初とはいつを指

しているか。 

６ ９月２２日開催の第３回区役所

改革会議の中で、用地・施設活用

担当部長より令和８年１月の議会

報告内容について質問されてい

る。回答は民間ビルの候補地と概

算額の計上を予定しているとのこ

とだったが、当初から令和７年第

４ 令和８年第１回定例会での当初予算案の提出の検討もしていたが、今回の補正予算案の

提出にあたっては、民間ビルの敷金、債務負担行為の精査を進めてきており、年度内中の

計上が必要であると考えている。必要な時期の補正予算案提出に鑑み、今回に至った。（区

役所・改革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 本格検討を始めた５月を当初としている。（区役所改革担当課長） 

 

６ 本格検討当初の５月では、補正予算案の提出時期は令和７年第４回定例会とまでは固ま

っていなかった。９月２２日開催の第３回区役所改革会議の議事録にある令和８年１月で

の議会報告は、令和８年度当初に係る予算についての発言をしており、敷金については本 

発言には含めていない。（区役所改革担当課長） 
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４回定例会での補正予算案提出な

のであれば、矛盾しているのでは

ないか。 

７ 議論が煮詰まってきたため令和

７年第４回定例会での補正予算案

の提出に踏み込んだとしか思えな

い。議事録では令和８年１月での

議会報告で候補地と概算額の計上

を予定しているとある。このよう

な議事録を正式な資料として、通

してよいのか。文書の正確性に欠

けているのか、読み取りが誤って

いるのかを伺いたい。 

８ 質問した用地・施設活用担当部

長より何か補足はあるか。 

 

９ １０月１日開催の行政経営推進

委員会で、総務部長が令和７年第

４回定例会での補正予算案の提出

で進めるのは難しいのではと発言

している。当時の思いを伺いたい。 

 

 

 

 

７ 議事録は会議の記録としてどのようなやりとりがあったのか、課題を確認するために記

録するもの。要旨である場合もあるが、正確に記録するものという認識である。（総務課

長） 

 

 

 

 

 

 

 

８ 当時の資料の現物が手元になく、しっかりとした記憶がないが、全体的なスケジュール

感、事業の進め方について質問した。どのような思いで受け止め解釈したのか、正式に回

答できない。過去の資料を確認したうえで回答したい。（用地・施設活用担当部長） 

９ 平成１８年度の区役所・支所改革の検討に中心的に携わっていた経験から、今年度から

加速した検討状況においてこのまま進めるのは厳しく、議会への報告の時期についても発

言してきた。  

総務部長の立場でいえば、職員定数の算定や本庁舎での業務の受け皿、人数の精査の関

係で令和７年第４回定例会への補正予算案の提出は難しいと考えたが、民間ビル賃借にか

かるスケジュールから令和７年第４回定例会への補正予算案の提出の必要性は理解した
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10 ９月３０日に４７株式会社より

芝御成門タワーの提案があり、

１０月１日の行政経営推進委員

会では芝パークビルを前提とし

た話をしている。昨日の答弁で

この旨が事実ではないとのこと

だが、事実を伺いたい。 

11 １０月１日開催の行政経営推進

委員会にて、令和７年第４回定

例会への補正予算案提出を見

送った場合、現候補物件はリ

リースすることになるという

発言について、「現候補物件」と

は芝御成門タワーを指している

のでは。複数物件の紹介を受け

ているのであれば、芝御成門タ

ワーが候補から外れても選択肢

は残るのではないか。 

12 三幸エステートが公表している

民間ビルの空室率は１．３８％

ものである。（総務部長） 

 

10 ９月３０日に４７株式会社より芝御成門タワーの紹介を受けたのは事実だが、複数物件 

の情報を受け取っており、またメールで紹介されただけのものである。１０月１日に芝御 

成門タワーを候補とする結論に変えたわけではない。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

11 「現候補物件」については、芝パークタワーを指している。芝パークビルは契約して 

いるわけではないが、１フロアがまとまっていることや空室率も考慮し、他の物件を見つ

けることが困難と考え、芝パークビルを確保するべきとして発言した。（区役所改革担当

課長） 

 

 

 

 

 

 

 

12 空室率は三幸エステートで確認した。他は確認していない。（区役所改革担当課長） 
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だが、三鬼商事などが公表して

いる空室率は把握しているか。 

13 三鬼商事が公表している空室率

より三幸エステートのものの方

が低いため、説明のしやすさか

ら三幸エステートを選んだだけ

ではないか。 

 

14 芝パークビルの賃料を伺いた

い。 

15 １０月１日の行政経営推進委員

会の時点では坪単価２１，００

０円を超えないとしている。都

市計画課長からの指摘もあった

が、資料の中で２１，０００円

の見直しをする旨が書かれてい

るべきなのでは。 

 

16 芝パークビルの結論ありきで算

出した賃料２１，０００円であ

ったと考えている。ただ、３０，

０００円の物件が浮上したの

 

 

13 港区の事務所の空室率、賃料についてこちらで提供したのは三幸エステートである。 

三幸エステート以外にも大手仲介会社の三鬼商事、ＣＢＲＥがあり、３社を比べると三 

幸エステートは港区の地区毎、事務所の規模、面積などに応じて空室率や賃貸料などデー

タが整っていた。そのため、三幸エステートを選ぶのが最も妥当であるとアドバイスした。

なお空室率はここ数年右肩下がりであり、直近１か月でも０．０２％低下、今後も緩やか

ではあるが低下傾向である。（用地・施設活用担当部長） 

14 坪単価２３，０００円（税込）である。（区役所改革担当課長） 

 

15 10 月１日の行政経営推進委員会での資料では、賃料の上限額は税抜価格で記載してい 

る。賃料の妥当性については会議の中で議論して決めていきたいため、審議内容とした。

都市計画課長より賃料の決め打ちをすることで物件の候補を狭めないようにと指摘があ

った。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

16 当時、賃料の妥当性の基準として定められているものはなかったが、２１，０００円と 

設定した根拠はある。まずは、２１，０００円で借りられるものがどこにあるのかを探し、

芝パークビルを候補に進めていた。三幸エステートの資料から３０，０００円が導き出さ

れたので、３０，０００万円を可とした。物件ありきで算出したわけではない。（区役所改
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で、後付けで作ったと思える資

料になっているがいかがか。 

17 職員アンケートの回答率が約４

０％で高い結果であったとのこ

と。「課題に感じていることはあ

るか」の項目について、結果は

「課題に感じていることがあ

る」と回答した職員が多いと資

料に記載があった。「感じている

ことがない」と回答していても

課題認識を持っているものもあ

り、その胸の記載はなく、恣意

的な結果操作と思える。 

また、回答のなかった職員の

声については今後どうしていく

のか。 

18 ４７％回答率は高いと以前説明

していたが、先程１００％を目

指すべきものと考えると答弁し

ている。同趣旨の質問に対して

異なる切り口で回答している。

アンケートを５月に実施後、今

革担当課長） 

 

17 課題あり、なしに関わらず自由記述は記載できるようにした。自由記述は職員の生の 

声として取り上げている。回答のない５３％について、アンケート回答の協力依頼のため

庁内を巡回したが、回答率が５０％に達しなかった部分は悲しく思う。本来であれば１０

０％を目指すもの。回答を忘れていたという職員もいる。未回答の職員の思いはくみ取れ

ていないが、今後丁寧に聞き取っていきたい。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 区役所改革の検討以外では活用していない。（区役所改革担当課長） 
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回の改革の検討以外に活用した

か。  

19 職員からの不満があるのであれ

ば、まずはどういう手立てがで

きるのか個々の職員へのフォロ

ーアップ体制を考える必要があ

ると思うがいかがか。 

20 絵姿を描く際、アンケート結果

を明らかにした上で進めていく

べきである。どのようなプロセ

スで検討したか資料からは見え

てこない。区役所改革が中心で

検討していると思うが、よりオ

ープンに進めてほしい。所管の

検討、各委員会への報告、区民

への説明を経て絵姿を完成さ

せ、絵姿に基づいた補正予算案

の提出が望ましかった。 

21 今の進め方はにわかには信じが

たい。補正予算案の提出は撤回

した方が禍根を残さないために

も、港区のためにも良いと思う。

 

 

19 アンケート結果は確認している。職員数が足りない、若手が若手を育成しているなど職 

員構成比も若返っており、当時５０歳台が中心であったものが今は２０歳台。だが、すぐ

に変えられるものではないため、職員採用を積極的に行うことは考えている。採用に向け

て、ショート動画を作成し、ＨＰやＳＮＳで公開している。より多くの方に応募してもら

えるよう対応している。（人事課長） 

20 アンケート結果はすべての課長に共有したい。大澤副区長の発言のとおり、具体的な開 

催時期は事務局との調整となるが、今後議論をした上で絵姿を作り上げていきたい。ただ、

職員集約化に向けたひっ迫した課題に対し、補正予算案を提出した。区民サービスに直結

する体制については、今後議論を重ねていきたいと考えている。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

 

21 今回の補正予算案の提出は、緊急性・ひっ迫性が生じている現状による取組のため引き 

続き進めていきたい。（区役所改革担当課長） 
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令和８年の定例会に向けて議論

を進めていくべきだと考えるが

いかがか。 

22 特定の町会長に説明したと聞い

たが。詳細を伺いたい。 

23 いつ説明したか。 

 

24 その他の町会長への説明は予定

しているか。自民党の抗議・要

請文を渡した翌日に副区長が櫻

井町会長と面談している。どの

ような反応であったか。 

25 １１月２３日に櫻井会長と会っ

た際にも疑念を持っていた。 

特別扱いして副区長が出向いて

説明している。タイミングも手

法も、計画性がないように思え

る。当初から予定していたのか。 

26 定例会以降他の町会長に説明し

た機会は１件のみか。 

27 本来ならばばもっと早めに説明

するべきである。麻布地区や赤

 

 

 

22 高輪地区の櫻井町会長に方向性について説明した。（区役所改革担当課長） 

 

23 11 月 29 日（土）13時より高輪地区総合支所にて、大澤副区長、白井総合支所長、本城 

協働推進課長、佐藤協働推進係長と説明に伺った。（区役所改革担当課長） 

24 区長連で区役所改革の件について話をすると伺ったため、説明の必要性が生じ場を設定 

した。改革の方向性について疑念を持っていた。（大澤副区長） 

 

 

 

25 特別扱いしたものではない。誤解を生んでしまう恐れがあったため、説明の場を設定し 

た。（大澤副区長） 

 

 

 

 

26 12 月１日に芝支所協働推進課長と管理課長が丸会長に情報提供した。（区役所改革担 

当課長） 

27 清原会長、竹中会長には電話で協働推進課長より連絡した。説明手法、説明者について 

は検討中。（区役所改革担当課長） 
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坂地区には副区長が説明する予

定はあるのか。 

28 説明対応した２名の町会長の反

応はどのようなものだったか。 

 

29 両会長とも了承どころかとんで

もないという反応であったと把

握している。今後両会長への確

認で事実が異なったら、認識が

誤っていたと捉えて欲しい。 

民生委員への説明はどう考えて

いるか。 

30 民生委員は１２月１日から新し

い任期が始まっている。担い手

がいないという課題認識も持っ

ている。新しい民生委員になっ

てほしいと誘う際、１年半後に

は区民課の体制も変わることを

話すことになると思うが説明の

機会は設けないのか。 

31 今の民生委員もこの状況を知ら

ないのでは。区のために協力し

 

 

28 丸会長は大きな意見はなかったと聞いているが、占用許可が引き続き支所で良いのか質 

問があった。櫻井会長は、専門性を高めることは分かるが、支所は区民との連携が必要で 

あり、丁寧な説明すべきであると意見をもらった。（区役所改革担当課長） 

29 民生委員には現時点で説明は実施していない。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

30 現在民生委員は区民課保健福祉係が対応している。区民課保健福祉係はなくなるが、今 

後の福祉総合窓口には常勤職員の配置を考えており、民生委員との窓口を担ってもらうこ 

とを検討している。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

31 骨子案を決定し、議会報告後に説明する予定だったが、遅延しているのが事実だが瑕疵 

はない認識である。（区役所改革担当課長） 
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てくれている人に絵姿を説明

し、疑問点、不安点を汲み上げ

ることを今のうちにしておくべ

きだと思うが。 

32 意思決定のプロセスの中で地域

への説明が足りていないと誰か

が気付けなかったのかと思う。

（意見） 

33 区民アンケートについて、企画

課長より区民意見聴取のための

アンケートであるとのことだっ

た。アンケートが表に出なかっ

た理由を伺いたい。 

34 区民アンケートの結果を教えて

ほしい。 

 

35 ８０％強の区民が満足と回答し

ている。アンケート結果から考

えると、現行の総合支所制度を

維持したうえで、必要な手直し

を行うというのが普通の考えで

はないか。このアンケートを意

 

 

 

 

 

 

 

 

33 区役所改革の目的は執行体制の見直しであるため職員アンケートから進めた。一方、区 

民サービスにも関わるため、区民アンケートも実施した。検討において、個別アンケート

で行うか MINATO ビジョンのアンケートで行うかを部内で検討した。議会報告がなかった

のは申し訳なく思う。（区役所改革担当課長） 

 

34 全体の考察として、身近な拠点としての満足度は高いことから、維持するべきと捉えて 

いる。一方、待ち時間やオンライン化など、進める必要がある。また、職員の育成の必要 

性を再認識した。（区役所改革担当課長） 

35 意図的に隠した意図はない。満足度が高いことは望ましい一方、執行体制の観点からは 

必要だと考える。（区役所改革担当課長） 
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図的に隠したのではないか、と

考える。 

36 区民の満足の裏側で職員が苦労

しているのであれば、窓口縮小、

区民サービスが低下する可能性

はある。区長答弁ですらＭＩＮＡ

ＴＯビジョンのアンケートに関

する発言がなかったことから、隠

していたと捉えられても仕方な

いと考える。 

区長が答弁しなかったのはなぜ 

か。 

37 本会議で清原委員の質問に対す

る区長答弁にも区民アンケート

の旨が含まれていなかったの

は、区長答弁が誤っていたのか、

隠そうとしたのか。答弁の意図

を伺いたい。 

38 満足度の高い結果だから、見て

欲しくないという判断をしたと

見える。アンケート結果と区役

所改革の方向性に齟齬がある状

 

 

36 区長答弁はなかったが、アンケートがまとまった段階で、可及的速やかにホームページ

にて公表している。（企画課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 区長自ら区民ヒアリングを実施していることもあったため、隠蔽の意図はなく、答弁に 

含めていない。清原委員の質問の趣旨に沿った結果、ＭＩＮＡＴＯビジョンのアンケート

について触れなかった。（区役所改革担当課長） 
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態が見て取れる。（意見） 

39 区民や職員から不安の声が届い

ている。協働推進課の窓口を残す

だけでは不十分であり、総合支所

の存在が区民に与える安心感や全

体像を守ることが重要である。そ

の視点が抜けている。繊細な議論

が必要であり、これまでのやりと

りでは共により良い区役所をつく

ることは不可能だと考える。 

災害発生時の対応を聞きたい。地

域防災計画の書き換えについては、

どう考えるか。 

40 業務継続計画では、非常用電源

のスペックについて記載してい

る。仮に賃貸ビルを利用する場合

はどのようになるか。 

41 体制の担保は当然である。72 時

間といっても様々なパターンがあ

るが、災対まちづくり支援部を設

置し、エレベーターと 4・5階の通

常業務を優先して、72 時間という

 

39 地域防災計画および業務継続計画（BCP）では、どの部課がどの機能を担うかを定めている。

地域防災計画は令和 5 年度末、業務継続計画（BCP）は令和 6 年度末に改定した。人員配置の

変更が生じる場合は、見直しを行う。災害時に担うべき業務は変わらないため、業務を確実に

遂行できるよう、人員や組織を災害対策の観点から再構築する必要がある。防災課では、本庁

舎と遠隔地である 4支所、台場の地区対策室、そして保健所を災害対策拠点として有機的に連

携しながら活用する方針は変わらない。現時点では全庁的に議論しているわけではないが、分

庁舎へ一部の部署の移転があっても、この体制を維持することが基本である。（防災課長） 

 

 

 

 

 

40 72 時間の非常用電源が配備されている。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

41 4・5階を借りるが、フロアとしての最低限の給電はある。（区役所改革担当課長） 

 新しいビルでも、災害時にフルスペックの機能が活用できるかは分からない。災害時には使

用できる電源に優先順位がついていることも考えられる。それは本庁舎でも同様である。民間

ビルについても、今後研究を進めていく。（防災課長） 
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意味でよいか。 

42 優先的に使えるよう、交渉してほ

しい。まちづくり支援部長が防災危

機管理室長の次、第二順位となって

いる意図は。 

43 それならば、土木系の部署と防

災課が同じフロアで執務している

ことは、災害対策上望ましい。別

のビルに移動した場合、コミュニ

ケーションが取りづらくなり、問

題が生じるのではないか。 

44 橋や河川を所管する部門と、緊

急時にリエゾンを活用することを

鑑みても、対応できるかは不確実

である。現行の配置には一定の意

味があると考える。また、まちづ

くり支援部が所有している膨大な

紙資料については、移転後にどの

ように取り扱うのか。 

45 本庁舎の地下3階には出入りでき

るか。 

46 資料が必要なときは、地下倉庫

 

42 第二順位としてまちづくり支援部が任命されている理由は、災害は地震のほかに、雨や台風

等の水害への対応が必要だからである。（防災課長） 

 

 

43 5 階の防災危機管理室の横には会議室があり、災害対応時には一体的に使用する。水防で必

要な際にフルスペックで使用するかは不確定であるが、一定規模の会議室を確保したうえで、

離れた場所にあるまちづくり支援部についても、必要人数を事前に設定し、司令塔として機能

させることが可能である。また、災害の規模に応じて判断するものであるが、リエゾン（連絡

調整員）を派遣して連絡体制を確保し、通信環境を整備するなどで対応可能と考えている。（防

災課長） 

44 本庁舎の地下 3階は、止水版の工事は完了しており、保管可能なものを保管する。ただし、

図面を紙で確認する必要が生じる場合がある、分庁舎にも保管場所を設けることを検討してい

る。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

45 可能である。（区役所改革担当課長） 

 

46 ホームページから物件を検索したところ、当該物件の仲介を担当していたのが当該業者であ
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に押し込められている膨大な資料

から探し出す必要があるというこ

とである。地震によって生命や財

産に関わる重大な事態が発生する

可能性も加味し、軽視しないでほ

しい。 次に、借家契約について伺

う。株式会社 47 との関係の経緯は

どのようなものであるか。 

47 今回、補正予算が成立した場合、

仲介業者として株式会社 47 を通

じ、鹿島建設を相手方として契約

を締結する予定となると思う。株

式会社 47 が得る経済的メリット

については何と考えられるか。 

48 港区が支払わなくてよいと考え

ているのであれば、その認識は改

めるべきである。契約が成立した

場合、貸主側が得る金銭的対価は

いかほどか。 

49 株式会社 47 が情報提供したこ

とをきっかけに、数千万の利益を

得ることについて、疑義を挟まれ

った。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

 

47 貸主から仲介手数料が入ると聞いている。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

48 貸主からの金銭的対価は把握していないが、借主が支払う場合は 1か月分と聞いている。（区

役所改革担当課長） 

 

 

 

49 区として民間ビルの賃借は経験がない。疑念が発生するべきものがないというのは事実論で

あるが、今後はそうしたリスクを考慮する必要がある。（区役所改革担当課長） 
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るのではないかとは考えなかった

のか。 

50 賃貸借契約は具体的にどのよう

な流れで締結されるのか。 

51 入札や競争を経ず、ネットで見

つかった会社と結果的に契約し、

相手方に経済的利益が生じること

について、疑念は感じなかったの

か。 

52 芝御成門タワーについては、鹿

島建設が整った公式 HP を出して

おり、現在「入居募集中」と記載

されたコマーシャルペーパーも存

在する。賃料については応相談と

記載されていた。株式会社 47 以外

に、芝御成門タワーを紹介できる

事業者はあったのか。 

53 賃料の交渉は行ったか。 

 

 

54 公益社団法人東京都宅地建物取

引業協会や公益社団法人など、港

 

 

50 補正予算の議決された場合には、貸主と随意契約を行うこととなる。（契約管財課長） 

 

51 審議会や競争がないため、制度と手続きは適合していても疑念はあった。今回は現在検討中

の物件以外に比較対象がないが、今後新たな物件を探す際には、こうした視点も加味すべきと

感じる。（区役所改革担当課長） 

 

 

52 三幸エステートも紹介を行っており、賃料は同等である。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

 

53 まず賃料は先方から提示を受け、三幸エステートを含めた坪単価の平均で検討した。交渉は

行政として適正さを重視し、値引きは利益供与に該当する場合があるため、適正判断を行った

上で値引き交渉は実施していない。（区役所改革担当課長） 

54 行っていない。（区役所改革担当課長） 
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区と関係のある不動産の専門家に

対し、港区としてこのようなフロ

アを確保したいという相談はしな

かったのか。 

55 わきが甘い。利益供与になる可能

性があるため値引きはしなかった

とのことだが、競争を経ずに担当

者の判断だけで契約できてしまう

状況は問題である。相手方は区の

担当窓口にアピールし、仲介事業

者として選ばれたい一心である。

港区は資金力と信用があり、急い

でいるが知識がないため、不動産

業界から見れば「良い顧客」とな

る。こうした状況では、公的な団

体に相談し、情報収集を行うべき。

現在想定しているところが結果的

に最終的な契約先になる可能性も

ある。区にコスト負担がないから

ここに決めるという考えは誤りで

あり、注意が不足している。今回

の議案に賛成しかねる理由の一つ

 

 

 

 

55 公的な団体への接触がなかったことについては、わきが甘かったと認識している。管理会社

との調整は行っていない。ただし、御成門タワーの現地内覧時には、駐車場の有無などを確認

し、案内を受けた。（区役所改革担当課長） 
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であり、切り離して考えるべきで

はないか。管理会社とは接触して

いるのか。 

56 判断を誤ったと考えるのであれ

ば、まだ間に合うので中止するべ

き。再開発における権利床の利用に

ついて、違約金が発生したとして

も、長期的に見れば、その選択肢の

ほうがよい場合があるのでは。その

ように、区有資産を利用すること

は検討したのか。 

57 ５年契約の満了後、再度の契約

交渉が行われると考えている。具

体的な目途が立っている候補地が

あれば問題ないのだが、実際は立

っていない。いずれかの会議にお

ける、区役所・デジタル改革担当

部長の「議会で可決が得られなけれ

ば」という発言の意味を確認した

い。 

58 区が想定するスケジュールは。 

 

 

 

 

56 今回は恒久的な対応ではなく、状況に応じて区有施設を活用することも視野に入れている。

確認した結果、違約金等の条件を踏まえると、現状では床の利用は困難であるとの結論に至っ

ている。今後、同様の床がある場合には、活用の可能性を検討していきたい。（区役所改革担当

課長） 

 

 

 

 

57 我々としては令和９年４月から改革を開始する予定であり、状況は一刻を争うため、現在そ

の全体像を描いている最中である。区役所改革の一環として、現状の執務環境がひっ迫してい

る、また、改革後に執務環境が確保できないという課題に取り組む。この点については、確定

的な表現はできないため、補正予算を認めていただいた上で進める必要があることを申し述べ

た。補正予算の承認を得るための検討を行うとともに、改革を着実に進めるという趣旨での発

言である。（区役所・デジタル改革担当部長） 

 

 

 

58 敷金を伴う形で、令和７年 12 月に契約を行う見込みである。フリーレント期間が設定され

ているため、内装工事を踏まえ、令和 8年夏頃の利用開始を想定している。賃料の発生もその
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59 初年度の賃料については、約３

か月程度のフリーレント期間が設

定されているという理解でよい

か。 契約開始時期について、令和

７年１２月ではなく、令和８年３

月開始とする方向で調整し、覚書

等による仮契約を交渉すべきでは

なかったか。 先方に経済的負担を

かけず、令和８年一定の時期から

進めることも可能ではないかと考

えるが、その点について調整を行

ったのか。 

60 不動産業者と交渉の余地がある

のか否かを確認すべきであった。

１対１で交渉するのではなく、公

益社団法人など第三者に仲介を依

頼する方法も検討できたはずであ

る。しかし、その点に関する資料

は添付されておらず、検討が行わ

れなかったのか、業者の提案をそ

時期を予定しており、契約期間は令和 8年から令和 12年 3月までを考えている。（区役所改革

担当課長） 

59 契約期間は、令和１２年度の意味で、令和１３年３月までであるため訂正する。調整は行っ

たものの、貸主からは「契約を早期に締結できない場合、先に契約可能な借主との契約となる」

との回答を受けている。また、敷金を担保に令和８年３月からの利用を希望する旨を借主側か

ら伝えたが、貸主からは「賃貸借は契約締結をもって成立するため、対応は困難」との説明を

受けている。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

 

60 実務の責任者として、関係団体への対応には瑕疵はあった部分があると考える。担当課長は

「瑕疵はない」と回答したが、至らない部分もあったと考える。その原因としては、影響を及

ぼさないと判断されたためである。瑕疵については、必要に応じて治癒すればよいと考えてい

る。 また、区役所改革担当課長が全面的に対応を担ったことについて、部下職員が成長して

いく過程で必要な経験であると認識している。（副区長） 
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のまま受け入れた結果なのか、疑

問が残る。区民の利益を背負う立

場として、透明性を確保するべき。

したがって、一度撤回すべきであ

る。副区長に意見を伺う。 

61 副区長の発言が事実かどうかは、

委員会採決後、本会議まで時間はあ

るので、取下げという賢明な判断を

お願いしたい。（意見） 

62 児童相談所の定員と保護数の状

況を踏まえて、改修にどのくらい

緊急性があるかを示してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 一時保護所の定員が 12 人。11/20 現在で一時保護所入所 18 人、一時保護委託 10 人。一

時保護所の 1 室 1 人という定数の考え方に基づけば、6 人分が不足している。（財政課長） 

１ 区役所改革の目的として、区民

サービスの向上はもちろん、人材

育成・人材確保のための指揮命令

系統の統一がある。職員を守るた

めの改革と捉えており、幾度も発

言のあった職員削減は真逆の考え

であり、実行してはならないこと。 

２ 昨日の区役所改革担当課長答弁

は、「職員は離れていくかもしれな

いが、改革は丁寧に進めていく」

１ 今回の改革の発端は、職員の若返りにより、技術やノウハウの継承が円滑に進んでいな

い現状に対して、人材育成を進めるための集約による改革と認識しており、よりよい窓口

サービス提供につなげるもの。常勤職員、会計年度任用職員の 3449 人について、本改革

において、人員整理は決してないと断言する。また、今後、改革を進めていく際には、区

役所改革担当と連携を図り、丁寧な説明を行っていく。（人事課長） 

 

 

２ 昨日の答弁が不足しており申し訳ございません。今回の改革での人員削減は考えていな

い。この改革は、現場の職員の思いは守っていくものである。今後も、会計年度任用職員

とともに執務に当たっていくことを大前提とすることを断言する。（区役所改革担当課長） 
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と聞き取れるが、改めて、「職員を

守るための改革である」と明確に

答弁いただきたい。 

１ 区の採用関係について、環境の

変化や労働人口の減少があり、国

としても労働者の確保が困難にな

る中で、職員の確保は課題である。 

 特別区の採用倍率について、H18

年の実績と直近の推移を伺いた

い。 

  また、区役所改革が、時代変化

を捉えたものであるか、人事課の

見解を伺いたい。 

２ 人口及び職員負担について。区

役所・支所改革時（平成 18 年度）

の人口 17 万人に対して現在は 27

万人で、それぞれの時期の職員数

について伺いたい。また、職員一

人当たりの区民数を伺いたい。 

３ 今後人口が増えていく中で、職

員の増減について伺いたい。 

 

１ Ⅰ類事務について、平成 18 年度は 6.39 倍、その後最も高い年度で８～９倍。近年は低

下傾向にあり、令和３年度以降は約 4.8 倍、約 3.65 倍、約 2.5 倍、約 2.3 倍、2.4 倍。 

公務員を志す人は減っており、人事課として危機的状況と捉えている。特に、建築など

技術職の確保の難しさを踏まえ、職員の採用と職員の定着化、働き甲斐の創出を図る取組

にも力を入れていく。（人事課長） 

 

 

 

 

 

２ 平成 18 年度は、臨時職員含めて 2,822 人、職員一人が抱える区民 60.2 人、臨時職員

（現会計年度任用職員）は 350 人で算出しているが、正確な資料が残っておらず、直後の

年度の人数から推測した人数。令和７年度は会計年度任用職員含めて 3449 人。職員一人

が抱える区民 78.3 人となっており、約 18 人増えている。平成 18 年度以降、指定管理者

制度が実施されており、本計算に含まれていないことをご承知おきいただきたい。（人事

課長） 

３ 出生児数の減少予測を踏まえると、ＡＩの活用やＤＸ化も進むことが考えられ、今後、

職員が減ることは、避けて通れないと考える。 

しかし、昨日も答弁したとおり、区民の増加、ニーズの複雑化・多様化から、短期的に
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４ 2050 年以降、港区であっても人

口・職員が減っていく局面は訪れ

る中で、民間ビルの借用という手

法の経済的合理性について伺いた

い。本庁の建て増しは現実的に可

能なのか。 

５ 他区での本庁舎建替えの事例と

コストについて、把握している範

囲で教えてほしい。 

６ 港区庁舎について、建物を高く

する工事はできない、ということ

か。 

 

 

 

７ 区役所改革における具体的事例

について、改革後どうなるかを伺う。 

 まず、保健師について。現状、み

なと保健所に所属し、輪番制で支所

勤務している。そのため、特定の保

健師が同じ支所に出勤し続けるわけ

は職員を増やしていくことを考えている。（人事課長） 

４ 建て替えは仮設の代替え地が無いので現実的でないと考える。区はＦＭ計画に基づき、

持続性・継続性、将来財政への負担軽減の観点から公共施設マネジメント計画に取り組ん

でおり、計画的に修繕し、安全性、性能の確保、長寿命化により、財政負担の軽減、平準

化に取り組んでいる。（用地・施設活用担当課長） 

 

 

５ あくまで参考数値だが、品川区は工事費だけで 685 億円。江東区は基本構想段階で解体・

新築工事が 640 億円。江戸川区は着工前で同じく 610 億円程度に及ぶと聞いている。（財

政課長） 

６ 本庁舎の容積率は非常に高く、建築法上、これ以上の増築は困難である。正確には、敷

地面積約 4,500 ㎡で、容積率 600％であるが 540％の容積しか使っておらず、60％分の余

裕はある。詳細設計次第だが、最大で 2,500 ㎡が生み出せる可能性があるが、私の経験上

容積率 100%を活用した計画は不可能である。また、これらに要する期間には設計で数年

間、その後の解体、新築工事で非常に長い時間がかかるなど、本件の課題解決とならない。

（用地・施設活用担当部長） 

７ 今の福祉総合窓口では、保健師が支所勤務を負担に感じ、本来業務を全うできていない、

と聞いている。保健師の出勤先、その手法は輪番制なのか、などの勤務体制は検討項目に

も挙がっているので、区民の声を聞きつつ、適切な勤務体制を検討していく。（区役所改革

担当課長） 
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ではなく、区民は、話したい保健師

と話せないことがあり、対応しても

らえないことがあると聞く。これは、

区役所改革で改善されるのか。 

８ 生活保護について。当初保護を

受けていたが、他地区に引っ越し

たのち、受けられるサービスが減

った。総合支所間で対応に差が生

じていることは大きな問題だが、

今後の改革でどのようになるの

か。 

９ 子育て支援について。改革後、

は赤ちゃんを連れて本庁で対応す

る、という話が出回っている。今

は、入園申請も転園申請も、総合

支所に行かずオンライン申請がで

きる中でサービス低下させるの

か。また、今は可能になっている

保育コンシェルジュとの対面相

談、電話相談は今後できなくなる

のか。 

10 保育園入園後について。保育園

 

 

 

 

８ 指揮命令系統が分散していることで生じた大きな課題と認識している。現状の各地区総

合支所生活福祉係は、指揮命令系統の一元感により総合支所間の差が生じないようにし、

専門性・的確性を向上させることを考えている。しかし、利便性の維持のため、初動相談

などを福祉総合窓口で対応できる方法などを検討しているところである。（区役所改革担

当課長） 

 

 

９ 保育コンシェルジュによる対面での相談は、区役所改革後も継続していく。（区役所改

革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 総合支所制度において、保育園は管理課が所管している。そのため、責任が不明確にな
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でのトラブル発生時、保護者が保

育園に相談すると、保育のプロで

はない管理課を経て子ども政策課

や保育課に相談がいき、総合支所、

保育園と、情報がたらい回しにな

り時間がかかるが、改革後はどう

なるか。 

11 高齢者支援について。補聴器の

申請の方法を、支所職員が把握で

きておらず、申請が通らない事例

があった。そのため、制度に詳し

い支援部職員に聞き、再度総合支

所で詳しい職員を訪ねて申請す

る、という手間が生じている。最

初の申請で完結するべきだが、改

革で解決するのか。 

12 福祉総合窓口支援員について。

知識・経験が豊富な福祉総合窓口

支援員が、職員の知識が低下して

いると嘆き、退職希望をしたが引

き留められた。その方は、今の組

織では、なまじ知識があるため、

る面もあり、改革で解決していきたい。組織的には未定だが、施設を所管する課、制度を

所管する課を整理し、専門性の確保、迅速な課題解決につなげていきたい。（区役所改革担

当課長） 

 

 

 

 

11 現在受けられるサービスは引き続き受けられるようしていく。しかし、年に数回しかな

い事例は経験が積み重ならない。今後、本庁への集約により、様々な経験が、１つの組織

内で積みあがっていく体制を検討していく。（区役所改革担当課長） 

 

 

 

 

 

 

12 高い専門知識を有する職員は、貴重な人材である。本改革に限らず、そのような職員を

守っていくことは非常に大切と考える。守るために必要な体制の強化は、職員の集約なの

か、研修なのか、職員配置の工夫なのか、様々な手法の検討を進め、職員の声を丁寧に聞

き取り、必要な取組を実施していく。（区役所改革担当課長） 
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質問されることが多く、業務が多

く割り当てられ、非常にきついと

言っていた。このような人が、辞

めていかない仕組みが必要と考え

るが、改革ではどのように変わる

のか。 

13 今回の改革は、対区民、対職員

それぞれにメリットがある。公務

員志望者に選ばれる区役所であれ

ば、結果として区民のメリットに

つながる。 

 

 

 

 

 

 

 

13 10 月ＤＸ推進・行財政等対策特別委員会で示したとおり、一定の集約は欠かせないと考

える。専門性を培いたいと入区した職員の育成が十分でない場面があることは、非常に悔

しいこと。深い専門性を持って、課題解決することができる区役所を目指したい。 

また、「身近な区役所」として進めてきた 20 年間は間違ったものではなかった。しかし、

当初から指摘されていた「専門性の構築が困難」という課題が表面化してきている。区民

サービスを提供する我々区職員が、深い専門知識を有していないとしたら、それは区役所

としては機能していないということ。 

区役所改革は、絵姿を明確にしてから進めるべき、という考えを否定はしない。しかし、

今回の改革は、集約の必要性・緊急性が高いことから、絵姿だけできても実施時期が未定、

という手法を選ぶことはできない。 

実務の責任者として、ここまで万全の体制で進めてきたかと問われれば、100 点である

とは言えない。それを瑕疵と言われれば、そのように捉えられても仕方ない部分もあるの

ではないかと思う。（大澤副区長） 

１ 総合支所の役目が終わった感の

ある話だが、総合支所に魅力を感

じている職員もいる。改革が必要

１ 意味合いがそのように捉えられたのであれば、訂正する。（大澤副区長） 
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なことは承知しているが、集約あ

りきで考えており、他の手法も検

討が必要。最も必要なことは、職

員同士のコミュニケーションと考

える。 

  それ以上に、副区長の「ただ区

民に仕えるだけではなく」という

発言は許せない。撤回を求める。 

【態度表明】 

今回の補正予算全てに反対するもの

ではないが、仮称分庁舎には反対。

議論不足で説明責任を果たさず進め

る姿勢に不正を疑う声も届いてい

る。今回の強引な改革は、議会を分

断するだけでなく、職員の分断を招

き、それによる区民サービス停滞の

懸念もある。場当たり的対応は行政

とは呼べず、スケジュールを引き直

すべきと考える。区長に撤回を求め

たが聞き入れられず、緊急性の根拠

も不明なため反対。 
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【態度表明】 

仮称分庁舎賃借は必要な改革。採用

倍率が 8 倍から 2.3 倍に低下し、職

員一人当たり区民数も 18 人増加。建

て替えは現実的でなく、質の高い区

民サービス維持のため不可欠。現場

ではサービス低下が起きており、意

思決定の一元化に期待。令和 9 年 4

月に向け、細かな調整で質の高いサ

ービス提供につながる検討を求め

る。賛成。 

 

【態度表明】 

総合支所制度は優れた仕組みだが、

制度疲労が職員アンケートで明白。

人口増加により組織改正は待ったな

し。本改革は総合支所制度をなくす

ためのものではなく組織をより良い

形に変えるもので、改革撤回は区民

サービス低下につながるため、立ち

止まらず進めるべき。総合支所制度

の功績を認めつつも、改革を強く進
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めるためにも賛成。 

【態度表明】 

今回の改革の内容が、区民等に対す

る周知不足となっている事態につい

ては、議会も含めて課題を感じてい

る。集約化による専門性向上につい

ては理解をするし、今回の賃料につ

いても妥当と判断している。意思決

定の一元化により専門性を向上させ

る改革内容にも、一定の合理性があ

ると考える。今後も区民の声に丁寧

に耳を傾けること、丁寧に説明する

ことを求める。賛成。 

 

【態度表明】 

具体的な議論が不足している点は否

めず、区民への説明責任を含めて、

十分な議論が必要だと思う。一方、

行政サービス継続は重要であり、組

織改革の必要性もわかる。職員への

不利益が生じないこと、真剣に検討

すること、職員負荷の分散をするこ

と、説明責任を果たすことを条件に
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賛成。 

【態度表明】 

区民視点や議論欠如のまま強行。意

思決定プロセス不備、説明責任未達、

暫定賃借根拠も不明。資料要求にも

応じず、説明動画も不十分。緊急性・

逼迫性の根拠なく、期待値のみで判

断するのは区議会として無責任と

し、反対。 
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